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令和７年度事業計画 取り組み方針（案） 

～変化に備え、行政書士制度の信頼性のさらなる向上と前進に取り組む～ 
 

一 基本方針 
社会は、不安定な世界情勢にあり、そして、国内における社会構造等の大転換期にあって、

国内外におけるさまざまな執行体制の変更がなされることになり、社会課題への対応が急速な

変化で進むことが予想されます。そして、経済発展に必要な労働者の賃金の上昇は、諸物価の

高騰などさまざまなものへの価格転嫁がおこっており、長らく続いたデフレから脱却し、この

状況は、当分の間継続されるものと考えられます。 
本年は、阪神淡路大震災から３０年の節目に当たり、能登半島地震をはじめ、災害は、いつ

いかなる時にも起こりうるという認識から様々な連携やその体制が変化しています。 
また、SDGｓ（持続可能な開発目標）と日本の国家戦略Society5.0の実現を目的としたＥＸ

ＰＯ２０２５大阪・関西万博が開催され、社会の変化や変革への取り組みの機運が否応なく高

まっています。 
本会としては、財政の適正化を早期より検討し、事務局のデジタル化、KEMS等による電力、

紙等の削減、広報誌のデジタル化への切り替えなどの資金の必要な部分への移動・調整を行い

つつ、①社会情勢 ②今後の展望、③平成17年度以降昨年度までの拡充状況の変遷④日行連会

費増額の動き等を鑑み、行政書士制度の維持及び信頼性向上に不可欠との判断から本会会費と

支部会費を一本化していくとともに、平成１７年以来改定されていない会費の増額を令和７年

度分からとして提案させていただくところとなりました。 
本年度は、スピードをもって意思決定できる常任理事会、各種常設委員会の設置、支部との

役割の整理など変化に対応できる準備はできており、その浸透と確立を図ります。 
また、災害対応の取り組みとして、活動としては、本会、日行連、支部の連携の在り方を構

築するとともに、災害は、人権侵害の環境下になることを認識し、業務として事業継続計画（Ｂ

ＣＰ）策定、関係補助金等の関与について推進します。 
そして、大阪関西万博は、SDGｓとデジタル社会における行政書士の人権・環境・デジタル

化の等の関与見える化の良い機会として活用します。デジタル化に向けた取り組みとして、誰

一人取り残されないデジタル社会においてデジタル・デバイドの是正に寄与できる資質向上を

目指した研修や情報発信等の促進を図ります。 
本年度も「利便」に資すという手続きの支援者に加え、多様化、複雑化、高度化する課題

解決にこたえるべく規定された「国民の権利利益の実現」に寄与するために、権利擁護の推

進をもって、その担い手としての権利の擁護者となる会員の皆さまの品位保持と業務改善体

制確立に向けた改善と改革に取り組み、行政書士制度の信頼性の向上と前進に取り組みます。 
つきましては、各部等における重点取り組みをお示しするとともに各事業に積極的に取り

組みます。 
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二 各部重点取り組み方針 
１．総務部 
・会員の品位保持を強化します。 
・デジタル化の活用や職場環境の整備を行い、事務局の充実を図ります。 
・日行連及び支部と連動した災害対応への強化に取り組みます。 

２．財務部 
・事業計画の立案と事業の進捗管理の強化を行います。 

 ・財務処理の効率化と的確化を図ります。 
・中期計画策定の検討を行います。 

３．広報部 
  ・国民への発信を強化します。 
  ・会員等のホームページの活用向上を図ります。 

・広報誌のデジタル化への浸透と充実を図ります。 
４．企画部 

  ・権利擁護の関与発信の強化を図ります。 
・ＳＤＧｓ等を通した社会課題関与の発信強化を図ります。 

  ・デジタル化への市民対応を行います。 
  ・地域別、業務及び対象者別等重層的相談支援体制の整備を図ります。 
５．業務部 
・研究体制の整備・強化を図ります。 

  ・デジタル化、環境、権利擁護、ＳＤＧｓ等に関する社会課題への調査・研

究の強化を図ります。 
  ・行政等外部のステークホルダーとの対話環境の整備に取り組みます。 
６．研修部 
・計画的開催の定着と地域格差の是正に取り組みます。 
・デジタル化に対応した研修に取り組みます。 
・研修の品質向上に取り組みます。 

７．法規部 
・行政書士法及び業際に関する研究強化を行います。 

  ・会費滞納者への対応を強化します。 
８．支部関係 
・会員の登録事務及び品位保持を連携します。 
・本会事業の周知を行います。 
・倫理及び業務に関する研修は、本会が実施し、支部は、その動員を担います。 
・広報月間と記念日事業を連携します。 
・支部運営費の予算決定プロセスを整備、確立します。 
・本会会費の支部会費の一本化を図ります。 
・無料相談会の役割の整理を行います。 
・災害対策を連携します。 
・暴力団等排除に取り組みます。 
・本会会務等の人材の輩出に協力いただきます。 



 
三 運営方針 
１．使 命 

兵庫県行政書士会は、行政書士法に規定された団体として、行政書士法の目的を果た

すことができるように、国民のために会員への品位保持及び業務の改善進歩に取り組み、

国民の生活向上と社会の繁栄進歩に貢献することを使命とします。 
２．展 望 

(1) 社会課題に取り組むことにより、国民から必要とされ、信頼され続ける行政書士制

度の確立を目指します。 
(2) 行政書士倫理綱領を旨とする行政書士の活躍を創造し続けることを目指します。 
(3) 事業の取り組みを通じて、組織における社会的責任を果たします。 

３．運営理念 
(1) 国民との信頼を、品位保持及び業務改善進歩に取り組む行政書士の良質な業務遂行

に対し、高い評価を受けることにより築きます。 
(2) 会員、職員、各支部並びに日本行政書士会連合会（以下日行連という。）との信頼を

次のとおり築きます。 
①会員及び支部とは、事業の取り組みを通じて、行政書士の活躍を創造することによ

り信頼を築きます。 
②職員とは、事業を連携して取り組むことを通じて、幸せな生活を送るための働きや

すい職場環境の整備改善を行うことにより信頼を築きます。 
③日行連とは、その事業の適切な取り組みと行政書士制度等に関係する情報の共有を

行うことにより信頼を築きます。 
(3) 行政並びにその他地域関係団体等との信頼を、その事業目的を尊重し、社会的責任

に取り組む会務運営を行うことにより築きます。 
４．行動指針 

(1)権利擁護の推進のための業務改善の環境整備に取り組みます。 
(2) デジタル社会に対応したＩＣＴ等の取り組みを強化します。 
(3) 社会的責任（ISO26000 等）の取り組みを通した持続可能な会務運営を行います。 
(4) ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）などの社会課題への取り組みにより、行政書士制

度の関与を明らかにした発信を行います。 
 
四 社会的責任の取り組み 
社会的責任（ISO26000等）手引きにある７つの原則と７つの主題に取り組みます。 
１．７つの原則 
（1）説明責任を果たす。 
（2）透明性を確保する。 
（3）倫理的な行動をとる。 
（4）ステークホルダーの利害を尊重する。 
（5）法の支配を尊重する。 
（6）国際行動規範を尊重する。 
（7）人権を尊重する。 



２．７つの主題 
（1）組織統治に取り組む。 
（2）人権に取り組む。 
（3）労働慣行に取り組む。 
（4）環境に取り組む 
（5）公正な事業慣行に取り組む。 
（6）消費者課題に取り組む。 
（7）コミュニティへの参画及びコミュニティの発展に取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



五 ＳＤＧｓ「持続的開発目標」の取り組み 

 
引用：SDGsパンフレット「これが、行政書士のSDGs！」UP DATE２０２４ P１３ 



令和７年度事業計画(案) 
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日） 

総務部 

【主な役割】   
会員への品位保持及び業務改善進歩のための指導を行う。 
適正な登録事務等の遂行等による持続可能な行政書士制度の体制を維持する。 
組織統治（ガバナンス）の方面で、持続可能な会務運営体制を維持する。 

 
 事業内容 目 的 
 １ 会員の品位保持及び業務改善等への指導 

(1) 行政書士倫理の浸透及び指導連絡の強化 

・新入会員登録説明会等の実施 

・会報及びホームページ等による周知 

(2) 会員に対する諸指導等の実施 

・職務上請求書に関する適正な事務及び会員への指導の実施 

・所在不明者等の会員の処分に係る取り組み 

(3) 表彰の促進 

(4) 会員への苦情等に対する適切な対応 

(5) 会員への福利厚生 

・会員慶弔慰の対応 

・会員交流の促進 

・弁護士による相談の実施 

・法令会則の順守並びに品

位保持に係る諸指導、処

分を行うことで、国民の

信頼に応える。 

２ 登録事務の実施 

(1) 会員等への登録事務及び届出の適正な受付 

(2) 会員の入会及び退会に関する事務の実施 

(3) 会員名簿の管理 

(4) 登録事務のデジタル化の推進 

・日本行政書士会連合会が行

う行政書士の登録及び行政

書士法人の届出に関する事

務の一部を適正に行う。 

３ 会務運営等の組織の統治 

(1) 総会、理事会等の諸会議の円滑な開催 

(2) 各部及び委員会や支部との情報共有の促進 

・デジタル化の推進 

(3) 支部運営に関する本会との在り方検討委員会で示された内

容の円滑な実施 

(4) 事務局の管理及び情報化等の機能強化 

・サイボウズ（グループウェア）使用の継続推進 

・ペーパーレスの促進 

・職員の職場環境の整備改善 

職員研修等の実施 

ＰＤＣＡサイクルの定着化 

（事業推進状況確認シート等の定着・ISO9001 等の活用） 

健康づくりチャレンジ企業の活用 

・こうべ環境フォーラムによるＫＥＭＳの継続認証 

(5) 情報の公開、情報の公表及び個人情報の保護（特定個人情報

の保護を含む）に関する適正な運用 

・適正かつ円滑な会務執行を

実現することで、会員並び

に当会に対する信頼性の維

持と向上を図る。 
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令和７年度事業計画(案) 
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日） 

 事業内容 目 的 
(6) 日本行政書士会連合会（近畿地方協議会を含む）、他の単位

会からの各種案内並びに調査等への対応及び協力 

(7) 災害・感染症発生時など非常時における対策の強化 

・大規模災害時における協力協定に基づく取り組み 

・ＢＣＰ（事業継続計画）の改訂及び継続的取り組み 

・総務部災害復興等支援小委員会の運営 

・日行連及び支部と連動した災害対応の強化 

(8) 本会の組織体制構築の取り組み強化 

・社会的責任（ISO26000）を活用した運営 

・特別委員会の設置・運営 

（例）本会の機関設計検討委員会など 

４ 行政書士試験実施への事務協力 

 
・国家試験事務の公正かつ円

滑な実施に協力することに

より、行政書士制度に対す

る国民の期待と信頼に応え

る。 

５ 関係機関及び各団体への対応 

(1) 兵庫県、県下各市町、行政機関等への適切な対応 

(2) 各種関係団体等における連絡及び調整並びに連携 

公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター 

兵庫県自由業団体協議会、兵庫県住宅再建共済（フェニック

ス共済）、近畿災害対策まちづくり支援機構、神戸民事調停

協会など 

・他団体との連絡及び調整を

円滑にし、適切な交流を促

進することで、本会事業の

信頼性の向上及び行政書士

制度に対する国民の期待と

信頼に応える。 

６ 他の部の所掌に属さない事項  

【前期からの課題等】 

１ 会員の品位保持及び業務改善等への指導 

 ●日行連会則義務研修実施について、会員への周知徹底や受講記録の管理を継続して適正に行

う必要がある。 

 ●本会倫理会則義務研修について、会員への受講義務の周知徹底や受講を促す必要がある。 

 ●運営体制移行準備特別委員会からの懸案事項を踏まえ、会則変更に伴う運営体制の移行につ

いて適正に進める必要がある。 

２  会務運営等の組織の統治 

●会議の開催について、ペーパーレス化やＩＣＴの活用を継続して検討する。 

●事務局運営の効率化について継続して検討する。 
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財務部 
【主な役割】 
会員の品位保持、業務改善進歩のための財政面の体制を維持する。 
事業の進捗管理を強化する。 

 
 事業内容 目 的 

 １ 予算・決算の管理・事業の進捗管理 

(1) 前年度期末決算監査・本年度中間決算監査の実施 

 ・前年度期末決算監査の実施（4月） 

 ・本年度中間決算監査の実施（10月～11月） 

(2) 本年度の決算調整、次年度の適正な予算編成 

 ・事業の見直し等の事業計画との連動した手続きの検討 

(3) 各部署の予算実行の月次管理の継続実施 

(4) 事業の進捗管理の強化 

(5) 中期計画策定の検討 

(6) 財務処理の効率化と適格化 

(7) 支部運営費の予算決定プロセスの整備及び確立 

(8) 本会会費と支部会費の一本化 

(9) 財務規則第 57条（内部留保の制限）による特別会計繰替 

  決算の結果、適用せず特別会計には繰替しない。 

・予算を適正かつ確実に実

行し、財務の健全化及び

その改善並びに各事業の

改善を促進する。 

２ 会費の徴収 

(1) 会費の効率的な徴収の実施 

(2) CSS 未加入者への対応 

(3) 総務部及び法規部と連携した滞納者に対する督促等の強化 

(4) システムによる会費管理の検討 

(5) 支部との連携により効率的な徴収の実施 

・会費の円滑な徴収と滞納者

に対し規則等に基づく措置

を講ずることによって、会

務の持続可能な運営の財政

健全化を図る。 

３ 金銭の出納、物品及び諸資産の管理 

(1) 帳票類の適正な作成及び確認 

(2) 事務局が行う経理事務の適正管理 

(3) 貯蔵品・什器備品の適正な在庫管理 

(4) 物品調達等の費用管理 

(5) 賃借物件（クリスタルタワービル）の適正管理 

・適正かつ効率的な経理処理

及び帳簿類の作成方法を検

討し、財務管理及び会計の

透明性により、信頼性の向

上を確保し、会務運営を行

う。 

４ その他、財務関係事項の実施 
  
  

 

【前期からの課題等】 

１ 財務処理の効率化と的確化を図る 

２ 本会と支部会費の一本化により画一的な運営をめざす 

 

 



令和 7 年度事業計画(案) 
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日） 

 

広報部 
【主な役割】 
国民・会員に正確な情報を速やかに提供し、その利益に資すること。 

 
 事業内容 目 的 
 
 

１ 広報誌発行 

(1) 広報誌「行政ひょうご」の充実 

 

・会員の品位保持、資質向

上、業務のレベルアップ

とともに、会報を通じて

会員の情報共有化を図

る。 

・行政関係者に配布し、行

政書士制度の理解を促進

する。 

２ ホームページを活用した行政書士広報活動に関する対応 

(1) ホームページ制作及び管理・運営の強化 

(2) 会員及び国民へ情報提供の強化 

(3) 兵庫会専用アプリ(PWA)の運用開始 

・市民や企業、行政に対しイ

ンターネットを活用して情

報発信することにより、行

政の円滑化に寄与するとと

もに、国民の利便に資す

る。 

・会員に対し適切に情報を提

供することにより、事務の

円滑化と会員の利便に寄与

する。 

３ 広報活動 

(1) PR パンフレットの充実 

 ・一般向け、行政機関及び各種団体向け 

(2) 新たな広報媒体等の活用強化 

 ・パブリシティの活用 

 ・デジタルサイネージ等の動画の活用 

 ・情報発信媒体の検討 

・市民、企業、行政に対し行政

書士制度や行政書士業務等

を情報発信することによ

り、行政の円滑化に寄与し、

国民の利便に資する。 

 社会の変化に対応すること

により、本会の運営に対す

る信頼性の向上を図る。 

４ その他、広報関係事項への対応  

【前期からの課題等】 

１ 広報部関連事業のデジタル化の促進 
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企画部 

【主な役割】  
国民に対し、直接的な催事等を通じて行政書士の活用シーンや適正な評価基準を提供し、それを

国民が行政書士の選択基準にすることにより、会員の品位保持並びに業務改善進歩へつなげる。 
直接の催事等を開発することにより、説明責任を果たし、透明性を向上させることにより、本会

運営への信頼性の向上を図る。 
 

 事業内容 目 的 

 １ 権利擁護に関する取り組み 

(1) 既存パンフレット、シール等のグッズ配布による周知 

(2) 権利擁護関連会議、セミナー等の参加及び報告による発信 

(3) 発信ツール等の製作 

(4) 権利擁護関連セミナー等の催事を通じた発信 
 

・行政書士として行う権利

擁護活動の在り方を内外

に示し、行政書士が権利

擁護の主体であることを

周知させることで、行政

書士の信頼の向上を図

る。 

２ ＳＤＧｓに関する取り組み 

(1) 既存パンフレット等のグッズ配布による周知 

(2) ＳＤＧｓ発信ツール等の製作 

(3) ＳＤＧｓ関連会議、セミナー等の参加及び報告による発信 

(4) 国際展示会の出展による発信及び情報収集 

(5) ＳＤＧｓ関連セミナー等の催事を通じた発信 

(6) 兵庫県事業承継・引継ぎネットワーク協議会への参画 

(7) 金融機関との連携 

(8) 日行連の法教育推進方針会議への参画 

(9) 兵庫県内の大学との学術交流法教育授業 

(10)兵庫県内の高校からの個別要請に応える出張授業 

(11)子供の見守りについてのこども 110番の登録推進 

 

・ＳＤＧｓと行政書士の関与

を明らかにし、国民に対し

てあらゆる社会課題の解決

に行政書士が関与している

ことの理解を促進するとと

もに、行政書士業務の改善

につなげる。 

３ デジタル化の推進に関する取り組み 

(1) 地方公共団体その他団体との協力関係の構築・継続 

(2) ICT 関連会議、セミナー等の参加及び報告による発信 

(3) 発信ツール等の製作 

(4) 各種 ICT関連情報の発信 

(5) ICT 関連セミナー等の催事を通じた発信 

 

・行政手続きのデジタル化の

動向や利便性等の発信を通

じて、行政書士が行政手続

等の円滑な実施に寄与して

おり、ひいては国民の生活

向上に資することをめざ

す。 

４ 外国人支援関連の取り組み 

(1) 兵庫県外国人材受入支援センターの運営 

(2) ウクライナ避難民等支援相談窓口運営 

(3) 大学内留学生向け相談窓口及びセミナー事業 

(4) 外国人支援関連会議、セミナー等の参加及び報告による発信 

(5) 発信ツール等の製作 

 

・外国人の就労及び生活に関

する支援を通じて、グロー

バル化の促進、外国人の権

利擁護を図る。 



 事業内容 目 的 
５ 社会貢献活動に関する取り組み 

(1) 本会による相談会の運営 

(2) 法の日無料相談会 

(3) 広報月間支部無料相談会支援 

(4) 一般の方からの本会への業務紹介体制 

(5) 兵庫行政評価事務所との連携による相談会 

(6) 兵庫県自由業団体連絡協議会との連携による相談会 

(7) 支部の要請を受けた各市町イベント等の参画 

(8) 兵庫県下支部相談会運営の見直し 

・相談業務を通じて、国民に

対する社会貢献をするとと

もに行政書士の信頼性のさ

らなる向上を図る。 

６ 企画部活動に関する取り組み 
(1) 企画部会等による会議 

・協議をすることによる活動

の質の向上を図る。 

【前期からの課題等】 

１ 催事等について早期の計画を行う。 

２ ＳＤＧｓにおける数値化を促進する。 

３ 本会の知的資産を活用する。 

４ デジタル化についての連携団体を検討する。 

５ 法教育について活動を促進する。 

６ 相談会について市民の要望に応える。 

 



令和７年度事業計画(案) 
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日） 

業務部 
【主な役割】 
行政書士業務に係る専門分野の調査研究及び提言等を行う機能を保持し、社会における会員の質の

高い業務の提供に繋げるとともに外部機関との信頼関係を構築・維持するための活動を行う。  
 事業内容 目 的 
 １ 行政書士業務に関する調査・研究体制の整備・強化 

社会情勢と会員の業務状況の把握に努めるとともに実情に即し

た下記活動を行う。 

(1) 専門部会による調査・研究活動の実施 

①公表・活用を視野に入れた各専門分野の調査・研究の支援 

②委員長合同会議の実施等必要となる体制の整備 

③報告会等調査・研究の発信機会の創出 

④住宅セーフティーネットの情報発信 

(2) 会員による調査研究活動・活用等の検討 

 ①専門部会調査研究活動の公表方法の検討 

 ②会員からの業務関連情報の提言手続等の明確化の検討 

 ③業務アンケートの実施と適切な利用及び利用方法の確立 

 ④研修部との連携方法の検討と連携強化 

専門部会を中心とする行政書士

業務の調査研究を推進すること

により、会員全体の専門性向上

を図り、国民が安心信頼して業

務を委任できる環境に寄与する

とともに複雑化する行政運営に

おいて、法の趣旨に即した適正

な行政手続きをサポートするこ

とにより国民の権利利益の実現

に資する。 

２ 官公署等の外部機関との連携推進 

(1) 専門部会の活動及び研究成果について、行政機関等への周知

や訪問活動を検討 

(2) 官公署等との意見交換の申入れ、問合わせ・相談の対応等対

話環境整備の模索 

行政書士の専門性を活かした提

言や行政機関等との連携を進め

ることにより、外部機関との信

頼関係を構築し、適正な行政手

続きの一助となり国民の権利利

益の実現に資する。 

３ 日行連、近協との連携 

(1) 日行連、近協等関係者会議への出席及び意見提出、業務部所

管のアンケートの取りまとめ等 

関連組織と連携し単位会として

の責務を果たすとともに、より良

い会務の運営に寄与する。 

４ 官公署、公益団体からの業務受託に対する質の高い業務の提

供または適切な実施 

(1) 処遇改善加算等取得支援コンサルティング業務 

(2) 労働者協同組合法に基づく相談窓口業務 

(3) 運輸局相談窓口 

(4) その他官公署等の対応と検討 

官公署等から受託した業務に対

し質の高い業務の提供し、円滑

な行政手続きに寄与するととも

に業務を受託することにより、

国民からの信頼の向上に繋げる

とともに会員の意識の向上に資

する。 

５ 業務関係事項対応  
 【前期からの課題等】 

１ 専門部会による調査研究成果の会員共有 

２ 会員の調査研究への参加機会の創出の検討 

３ 会員の取扱い専門分野の把握 
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令和７年度事業計画(案) 
（令和 7年４月１日～令和８年３月３１日） 

 

研修部 

【主な役割】 

国民からの信頼を得るため、会員の品位保持及び業務の改善進歩を図る研修を企画・実施し、 

もって資質の向上を目指す。 
 

 事業内容 目 的 

 １ 研修の企画・立案 

（１）研修計画の作成 

（２）研修の改善と向上 

（３）総務部・業務部その他各部との連携 

（４）オンライン配信の拡充 

・国民からの信頼を得るため、

研修の役割に基づき、実務、

社会的要請及び法改正に呼

応する研修を計画的に企画

立案し、会員の資質向上とと

もに行政書士制度の信頼性

の向上を図る。 

・各部との連携で得られた情報

及び研修時のアンケートを

基に研修の事後検証、改善及

び企画立案に活用し、研修の

品質向上を図る。 

・地域格差の是正と受講機会の

均等を目指し、オンライン研

修、支部合同研修を企画立案

する。 

２ 研修の開催 

（１）新入会員会則義務研修の実施 

（２）倫理会則義務研修の実施 

（３）新入会員基礎研修の実施 

（４）業務研修の実施 

（５）特定行政書士法定研修及び考査の実施 

（６）相談員研修の実施 

（７）司法研修の実施 

（８）測量研修の実施 

（９）その他 

・行政書士法及び会則等に基づ

く研修の実施。 
・国民からの信頼を得るため、

研修の役割に基づき、実務、

社会的要請及び法改正に呼

応する研修を実施し、会員の

資質向上とともに行政書士

制度の信頼性の向上を図る。 

・コンプライアンス研修、業務

研修及び本会内部研修のそ

れぞれの主旨に則り、年度研

修計画を着実に実施して、基

礎知識から専門知識まで幅

広く研鑽・練磨する場を提供

する他、業務知識のみなら

ず、国民の権利利益の実現に

資する、行政書士の社会的使

命を遂行できるよう、会員の

資格者たる意識とその能力
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令和７年度事業計画(案) 
（令和 7年４月１日～令和８年３月３１日） 

 事業内容 目 的 

の向上を図る。 

３ 兵庫県行政書士会の研修に加え、日本行政書 

士会連合会の中央研修所の会員の利用促進 

（１）会員の利用促進 

（２）本会研修の活用 

（３）会員の活用状況の調査 

・国民からの信頼を得るため、

研修の役割に基づいた、実

務、社会的要請及び法改正に

呼応する研修に関し、幅広く

研鑽・練磨する場を提供する

為、広く会員に中央研修所の

活用促進を図る。 

・会員の利用状況を検証し、研

修の企画立案に役立てる。 

【前期からの課題等】 

① 講師の意向を確認した上での研修のアーカイブ化 

② 研修部への各種研修の集約化における他の部との調整 

③ 国民からの信頼を得るための研修目的の周知 
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令和７年度事業計画(案) 
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日） 

法規部 

【主な役割】 
会則及び規則等の整備を行うことにより、会員の品位保持及び業務の改善進歩を行うための体制

を維持する。 
行政書士法の法令順守に取り組むことにより、会員の品位保持につなげる。 

 
 事業内容 目 的 
 １ 会則及び規則等の調査、研究及び整備 

(1) 会則、諸規則及び要綱等の検討、整備 

(2) 関係法令集の整備 

・会則及び規則等の制定改

廃により整備を行い、法

令及び本会が定める規律

を遵守する。 

２ 行政書士関係諸法規の調査及び研究 

(1) 業際事案の検討、判例研究 

(2) 行政書士業務の逸脱事案についての実態調査等 

・行政書士業務範囲の明確化

及び他士業との業際等を調

査研究し、逸脱事案の抑制

に努める。 

３ 非行政書士に関する事項 

(1) 官公署等との連携、他士業、各種団体との情報交換等による

非行政書士行為排除の促進及び行政書士制度の啓発 

(2) 「非行政書士行為」の調査及び対応強化 

・ウェブサイト等によるパトロールの強化 

・通報事案に対する対応 

・行政窓口に対する調査及び情報提供 

・非行政書士による不正行為

の排除に向けて官公署等と

連携し、非行政書士行為を

防ぐ対応を行い、行政書士

制度の理解を促すことで適

正な業務を確保するととも

に、国民の利便性の向上に

寄与する。 

４ 訴訟に関する事項 
・会費滞納者に対する事案対応 

 

・訴訟事案に対応し、自主的

かつ円滑な協議により解決

を図る。 

５ その他、法規関係事項への対応 
・リーガルチェック依頼への対応 

・会則、各部、委員会の規則等

の制定、改廃の妥当性を検

討することにより全規定の

体系及び一体性を維持す

る。 

【前期からの課題等】 

１ 会費回収訴訟及び強制執行手続の続行 

２ 非行政書士事案への対応 

３ 行政書士法及び業際についての研究 
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令和７年度事業計画(案) 
（令和 7年４月１日～令和８年３月３１日） 

申請取次行政書士

管理委員会 

【主な役割】 
出入国管理及び難民認定法施行規則に基づく取り組みを行う。 
 

 
 事業内容 目 的 
 １ 届出審査 

２ 関係規則・要綱やマニュアル等の検討・整備 

・行政書士及び届出済行政

書士が地方出入国在留管

理局長に対し申し出た届

出の内容について、適正

な審査を実施することに

より、「出入国管理及び難

民認定法施行規則」の適

正かつ円滑な運用を図る

ことに寄与する。 

３ 申請取次届出済証明書交付時講習会（月１回）の実施 

 

・届出を申し出た行政書士及

び届出済行政書士に対する

研修を実施することによ

り、申請取次制度の維持管

理に寄与する。 

４ 大阪出入国在留管理局神戸支局との連絡協議会の開催 ・大阪出入国在留管理局神戸

支局との連絡協議会を開催

し、情報交換を行い、相互の

関係構築・維持に努め「出入

国管理及び難民認定法施行

規則」の適正かつ円滑な運

用を図ることに寄与する。 

５ 各地方出入国在留管理局及び同局出張所への申請取次行政

書士名簿の提出 

 

・各地方出入国在留管理局及

び同局出張所へ届出者の名

簿を提出することにより、

「出入国管理及び難民認定

法施行規則」の適正かつ円

滑な運用を図ることに寄与

する。 

６ その他、申請取次制度の維持管理に必要な事項 ・申請取次制度の維持管理に

寄与する。 
【前期からの課題等】 

書類の提出期限及び提出書類の不備について 

 毎月発行している行政ひょうご（以下、会報とする）にて、届出済証明書の更新時の提出期限

（有効期限の 3か月前から前月 5日まで）を明記しているが、当該期限を遵守できていない会

員がいた。 
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令和７年度事業計画(案) 
（令和 7年４月１日～令和８年３月３１日） 

 事業内容 目 的 
また、証明写真の撮影方法等提出書類の不備が散見されることもあったことから、会報に加

えてホームページ等を活用していくこと。 
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令和７年度事業計画(案) 
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日） 

行政書士 ADR
センター兵庫 

【主な役割】 
当センターで取り扱う紛争の当事者からの申込みに基づき、当該紛争の当事者が相互に

納得し得る紛争の解決方法を見出すための調停を実施するなどして合意により当該紛争

の解決を図る。 
 

 事業内容 目 的 
 １ 調停手続の実施 

事前相談から手続開始までの流れを円滑に行えるよう態勢を整

える。 

 

１．紛争を話し合いで解決する

という選択肢のある社会を

実現する。 

２．紛争解決の分野で国民の信

頼と支持を獲得する。 

３．ＳＤＧｓ16 の目標に資す

る。 

２ 調停人を養成するために必要な研修の実施 

取扱４分野ごとに候補者の員数が整うよう、現在の充足状況を 

測りながら、不足する研修を適宜実施する。 

研修は、日行連中央研修所研修サイトの活用も図るなど計画的 

に実施する。 

・調停人養成研修を行い、新規 

調停人候補者の確保を図る。 

 

３ 調停人の資質保持及び能力向上を図るために必要な研修の

実施 

より実践的な研修を継続して行うことで能力の向上を目指すと 

ともに員数の確保に努める。 

研修は、日行連中央研修所研修サイトの活用も図るなど計画的 

に実施する。 

・調停人候補者の再任手続を適 

正かつ適切に行う。 

４ 裁判外紛争解決制度に関する調査及び研究 
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（ＡＤＲ法）及

び当センター取扱分野に関する法律の改正の動向を注視する。 

・関係法の改正に適切に対応し 

当センターの運営に反映さ 

せる。 

 

５ 裁判外紛争解決団体等との連携及び協力 

相談受付事業者や機関との連携関係の具体化を図る。 

行政書士ＡＤＲセンターを運営する他会との意見交換を行う。 

・当センターを利用する者にと 
ってわかりやすい手続きの流 
れを構築する。 

６ 普及広報活動 

県民及び各関係団体等への積極的な広報活動を行うとともに各

部・各支部並びに会員の協力を得ながら制度の普及に努める。 

・当センターの存在及び目的を 
県民へ浸透させ、利用促進を図

る。 
７ その他、ＡＤＲセンター兵庫運営委員会関連事項への対応 

各種関係団体等の意見交換で得られた情報や課題などを運営委

員会にて検討する。 

・ＡＤＲセンター兵庫の体制強 

化を図る。 

 

【前期からの課題等】 

１ 新規相談件数増加に向けた広報活動の取り組み 

２ 新規調停人候補者の育成 

３ ODR 実施に向けての検討 
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令和７年度事業計画(案) 
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日） 

封印管理委員会 
【主な役割】 
封印業務の受託に関する規則に基づく取り組みを行う。 
 

 
 事業内容 目 的 
 １ 委員会及び封印集計 

 （丁種会員からの毎月提出される報告書の確認） 

・本会の丁種会員と他の単

位会の丁種会員との再々

委託につき、適切な封印

の取付けが行われるよう

封印の払出し等の管理を

する。 

２ 丁種会員への研修及び情報提供並びに丁種会員になろうと

する者に対する研修及び効果測定 

・丁種会員および丁種会員名

簿登載希望者に対して、基

礎知識と高いコンプライア

ンス意識を持つよう働きか

けて会員の資質向上を図

る。 

・国土交通省および神戸運輸

監理部の規則改正等の情報

を丁種会員へ発信すること

で封印業務の適切な運用へ

と導く。 

３ その他、丁種封印管理業務関連事項への対応  

【前期からの課題等】 

本会規則の見直しと改正 
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令和７年度事業計画(案) 
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日） 

暴力団等排除 
対策委員会 

【主な役割】 
本会又は本会会員が、暴力団及び反社会的勢力等と関係を持つことなく、暴力団及び反社

会的勢力等による不当な要求等を排除し、高い倫理観を持って職務に当たるために必要

な施策を関係機関と連携を図りながら、暴力団及び反社会的勢力等の排除活動を推進す

る。 
 

 事業内容 目 的 
 １ 委員会事業の計画並びに立案に関すること。 ・当委員会事業の目的を達

成するための具体的な仕

組みを策定し、実行する

ための方針づくり。 

２ 暴力団及び反社会的勢力等排除に資する啓発及び広報に関 

すること。 

・会員に対する暴力団及び反

社会的勢力等排除の重要性

についての理解を深め、暴

力団等による「不当・不法

な要求行為」を断固拒否す

る機運を醸成する。 

３ 会員及び会員の業務に起因する暴力団及び反社会的勢力等

排除に資する相談受付に関すること。 

・暴力団及び反社会的勢力等

から不当・不法な要求行為

等を受けた場合の対応要領

の助言を行い、相談者が違

法行為に関与することを未

然に防ぐ。 

４ 公益財団法人暴力団追放兵庫県民センター（以下「暴追セン 
ター」という。）が実施する「不当要求防止責任者講習」の受 
講促進に関すること。 

・暴力団及び反社会的勢力等

の実態や不当要求の手口を

事前に知り、それらに対応

する方法を熟知することに

より、暴力団及び反社会的

勢力等からの「不当・不法な

要求行為等」による被害を

予防、防止する。 

５ 暴力団及び反社会的勢力等排除に資するための各支部との 

連携、調整及び意見交換に関すること。 

・不当・不法な要求行為等、職

務遂行上困っていることや

不安に思っていることな

ど、実態の把握に務める。 
・関係機関団体等との連携を

一層図ることにより、暴力

団及び反社会的勢力等の活

動実態及びその対策方法を

集約する。    
・関係機関団体等が行う暴力

６ 関係機関への暴力団及び反社会的勢力等排除に資する情報 

提供に関すること。 

７ 関係機関その他、暴力団及び反社会的勢力等による不当な行 

為の防止を目的とする団体との連携、調整及び意見交換並びに 

それら団体との施策等の対応に関すること。 

 

８ 暴力団及び反社会的勢力等排除体制及び関係法令の調査研 
究に関すること。 
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令和７年度事業計画(案) 
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日） 

 事業内容 目 的 
９ その他暴力団及び反社会的勢力等排除対策事業関連事項へ

の対応 

団及び反社会的勢力等排除

運動に参加し、一層の関係

強化を図る。相互協力によ

る暴力団及び反社会的勢力

排除の機運を高めることに

よって集積した活動実態や

対策方法を本会及び会員に

還元し、不当・不法な要求行

為等による被害を予防、防

止する。 
【前期からの課題等】 

  ・ 前期（令和６年度）は、前々期（令和５年度）令和６年２月２８日（水）に実施した本会

会員及び職員を対象とした「不当要求防止責任者講習」に引き続き、令和６年９月２５日 

（水）に２回目を開催した。２回の開催で計１０３名が受講した。本会関係者各位が法的・

社会的妥当性を欠く過度な「不当・不法な要求行為」には毅然とした姿勢で臨むための対応

要領を周知徹底させるためにも「不当要求防止責任者講習」を継続して開催する必要がある。 

 ・ 当委員会の事業目的を推進させるため、通年の会議開催日程予定を確定させたい。 

   （支部連絡員を含めた会議開催日程予定の確定） 
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令和７年度事業計画(案) 
（令和７年４月１日～令和８年３月３１日） 

規制改革等提言委員会 
【主な役割】 
規制改革提案、パブリックコメントへの意見提出等、本会が積極的に行政に対し

政策等の提言をする。またそのための研究をしていく。 
 

 事業内容 目 的 
 １ 委員会事業の計画並びに立案に関すること。 ・当委員会事業の目的を達成

するための具体的な仕組み

を策定し、迅速に着手する

ための方針づくり。 

２ 提案募集のある自治体等の調査に関すること。 ・兵庫県内の各自治体や行政

機関からの募集要領につい

て、定期的に調査し、情報

を収集する。 

３ 行政への提案書の作成、提出に関すること。 ・取り組むべきテーマを決定

後、各担当委員が提案書を

執筆する。そして、修正提出

まで本委員会が主体的に行

う。 

４ その他の関連事項への対応 ・神戸市、行政評価事務所等、

先方より直接の提言等依頼

事項にも対応する。 

【前期からの課題等】 
・成果としては、国の e－GOV パブリックコメントへの対応を数件こなすことにより、期限設定

のある意見提出までの手順について実務をまわしながらルール化を図れたところである。さら

には、兵庫県規制改革推進会議への改革案の提出にも至った。課題としては、提案募集のある

自治体等を幅広く捉え切ることができなかったこと。今後、さらなる提言や意見提出ができる

ような体制を整える必要がある。 
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